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無駄を省く管理組合の経営改善を進めましょう！  NPO北海道マンションネット事務局編集 

 

災害に備える No２ 

冬期・暖房シーズンになりますと全国で火災が多発し、多くの方がなくなっています。
火災報知器設置の有無で被害（死傷者）に大きな違いがありますので、火災報知器の設置
と点検には万全を期したいものです。 

札幌市の令和６年度の消防統計（下図）によりますと、住宅用火災報知器の設置を要す
る建物の火災発生件数は８６件で、「設置有りが３１件」、「設置無しが５５件」、  
 また、死者数も「設置ありが５件」、「設置無しが９件」と設置無しが倍近い数字にな
っています。未設置の住宅が多いのに驚きです。 



 

 

住宅用火災警報器には、煙式（光電式）のものと熱式（定温式）のものがあり、作動方式
は、火災を感知した1台のみで警報が鳴る単独型・ほかの部屋の火災警報器でも警報が鳴る
連動型の2種類があります。家の部屋数・間取りなどに合わせて選びましょう。 

 

煙式（光電式）煙が住宅用火災警報器に入ると
音や音声で火災の発生を知らせます。 火災時に
は熱よりも煙の方が先に発生するため、火災の早
期発見のためには、熱式より煙式のものが有効で
す。（右図）住宅への設置が義務付けられている
のは煙式の住宅用火災警報器です。寝室や階段室
には熱式ではなく、煙式のものを設置してくださ
い。煙式の警報器は、調理時の湯気や煙などで警
報を出す場合があるので注意が必要です。   
                     
熱式（定温式）の火災警報器         

周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。キッチン・台所など湯
気や煙が出やすい場所に設置することができます。 

住宅用火災報知器の設置義務は、新築は2006年６月から既存住宅は2011年6月から義務化
されています。 

住宅用火災報知器の更新は１０年ですので、2006年以降に設置した住宅は本年２回目の
更新時期になりますので計画的な更新が望まれます。 

私の居住するマンション（1996年６月竣工133戸）は、１２期となる2008年に自動火災報
知器の設置されていない住戸に、管理組合経費で住宅用火災報知器４９９個を設置し、２２
期の2018年には更新しています。現在３０期ですので２年後に更新を予定しています。ま
た、住宅用火災報知器は法定点検の消防設備点検では点検しませんので、個人での点検が必
要です。点検は機種により、紐を引くタイプとボタンを押すタイプがありますが簡単ですの
で、年１回は点検し、火災災害に備えてください。 

 （理事 佐藤 薫）  
 



 

ホームページをリニューアルしました！ 
５月より新HPとしましたのでご一読下さい 

 
 

2026年度 マンションネット第23回定期総会のご案内  
 

・と き ５月１７日（日）１４時００分～１５時００分（受付：13時30分～）  

・ところ 札幌市資料館（中央区大通西13丁目） ２階会議室  

 

詳細、議案書等は４月下旬～５月上旬に郵送しますので宜しくお願い致します 

 
 

2026年度 マンションネットセミナーの予報  
 
会場予約のため、年内のセミナー日程を確定しましたのでお知らせします。 
 
６月２０日（土）マンション総合保険と個人加入の保険との関係   泉 輝彦 
７月１８日（土）マンション管理について             丸山 肇 
９月１１日（金）意見交換会・対話会               佐藤 愼二 

１０月１６日（金）判例・法律関係                 石川 和弘 
１２月１２日（土）判例・法律関係                 田中 康道 
 
 ６月２０日の第１回セミナー以外、内容や講師の入替・順番の入替が有るかも知れません
が、ご容赦ください。 
 

 

共同購入についてはホームページをご確認下さい  
 

●LED 照明器具他  ●灯油共同購入 ●灯油地下タンクの点検・ 

検査・洗浄・ライニング工事・取替等   ●消火器共同購入 
 
 

特定非営利活動法人 北海道マンション管理問題支援ネット 

住所：札幌市中央区北１条西１５丁目１番地３（大通ハイム７０７号） 

 電話：０１１－６２４－６９６４  Fax：０１１－６２４－６９４７ 

Ｅ-mail：mail@h-mansion-net.conohawing.com   
https://北海道マンションネット.online 


